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時

諭

支
那
由
不
平
侍
臨
約
随
畿
に
就
て

都
ニ
十
七
巻

三
七
λ

普，

韓

七
六

噂

論

支
那
の
不
平
等
艇
約
燐
棄
に
就
て

末

虞

重

雄

支
那
に
於
け
る
凶
民
革
命
成
功
り
瞬
、
如
何
に
謝
外
闘
係
の
革
新
を
潟
す
t

き
ゃ
に
つ
い
て
、
孫
文
氏
は
建
岡

大
綱
の
四
に

国
内
の
弱
小
民
族
は
充
分
之
を
扶
助

L
、
之
を
し
て
自
治
の
カ
を
有
せ
し
め
、
外
閣
の
侵
略
に
謝
し
て
は
政
府

は
之
を
防
禦
し
・
同
時
に
各
闘
ご
の
保
約
を
改
修
し
て
、
我
園
の
園
際
的
地
位
の
卒
等
吉
岡
家
の
濁
立
子
炉
」
回

復
す
。

ピ
述
べ
、
氏
が
線
理
化
'
り
し
闘
民
窯
の
大
正
十
三
年
一
月
康
束
に
於
て
開
曾
L
た
抽
出
一
回
全
闘
代
表
大
曾
は
、
政

綱
第
二
の
劃
外
政
策
に
闘
す
る
部
品
川
に
於
て



一
切
の
不
卒
等
保
約
例
へ
ば
領
事
裁
判
権
外
国
人
の
閲
税
管
理
機
の
如
、
き
を
始
め
、
有
も
支
那
山
政
治
的
機
カ

並
に
支
那
の
主
様
を
侵
害
す
る
一
切
の
倹
約
を
底
棄
し
、
新
に
相
互
卒
等
の
僚
約
を
締
結
す
o

支
那
ご
列
岡
正
の
間
に
締
結
す
る
僚
約
に
し
て
、
支
那
の
利
盆
を
殴
損
司
る
も
の
は
須
ら
〈
之
を
審
査
し
、
双

方
の
主
離
を
害
せ
古
る
こ
己
を
原
別
言
し
て
之
を
改
訂
す
。

ご
宜
苦
悶
し
た
が
、
調
ゆ
る
不
平
等
傑
約
を
鹿
楽
し
、
園
際
的
に
白
向
古
平
等
芭
を
回
復
す
る
こ
ご
は
・
是
よ
b
先

併
に
巴
里
講
和
曾
議
に
於
て
も
、
華
府
曾
議
に
於

τも
、
支
那
金
雄
に
よ
っ
て
国
民
的
要
求
ご
し
て
提
出
せ
ら

れ
、
幾
分
立
(
の
目
的
を
迭
し
た
の
で
あ
っ
た
o

此
の
不
平
等
倹
約
厳
来
を
目
的
正
す
る
運
動
は
大
正
十
四
年

ω五

品
川
事
件
に
よ
っ
て
大
に
刺
戟
せ
ら
れ
、
其
後
年
Z

Z
も
に
織
椛
ご
な
h
っ
、
ゐ
っ
た
か
ら
、
国
民
議
が
支
配
す
る

凶
民
政
府
が
支
那
を
統
一
す
ゐ
こ
ご
が
出
来
次
第
・
支
那
ご
列
閤
己
の
聞
の
大
問
題
己
な
る
で
ゐ
ら
う
ご
は
、
何

人
も
噛
時
期
す
る
ご
こ
ろ
で
め
っ
た
。

然
ら
ば
、
岡
民
政
府
が
不
平
等
保
約
履
棄
の
縛
め
に
採
る
べ
き
手
段
は
ど
う
で
あ
一
ら
う
か
o

明
治
時
代
に
不
平

等
俊
約
の
束
縛
を
解
い

τ、
国
際
的
自
由
一
中
等
を
獲
る
ニ
ご
に
成
功
し
た
我
凶

ω先
例
を
向
学
ん
で
、
先
ヴ
内
政

ω

改
善
を
行

ο、
国
力
を
充
賞
L
て
文
明
国
の
資
格
を
作
り
上
げ
て
か
ら
、

之
に
相
臆
は
し
い
待
過
を
要
求
す
る
で

あ
ら

P

フ
か
。
或
は
之
に
反

Lτ
、
国
民
革
命
が
曲
h
な
b
に
も
成
功
す
れ
ば
、
直
も
に
不
平
等
保
約
内
j

即
時
廃
業

を
列
闘
に
向
ふ
て
主
張
す
る
で
あ
ら
う
か
。
国
民
政
府
の
態
度
は
漸
進
穏
健
で
あ
ら
う
か
。
勝
た
又
急
進
過
激
で

時

~~智

支
那
山
不
平
等
協
約
峰
棄
に
就
て

韻
ニ
+
ヒ
巻

七
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あ
ら
う
か
。
英
の
列
闘
に
影
響
す
る
芭
こ
ろ
が
大
な
る
に
り
に
、
列
国
政
府
は
之
に
謝
す
る
注
意
を
怠
た
ら
な
か

っ
た
が
、
去
る
大
正
十
五
年
末
国
民
政
府
が
庚
束
よ

h
武
諜
地
方
じ
移
輔
し
た
嘗
時
、
終
介
石
氏
が
同
政
府
の
謝

外
政
策
ご
し
て
支
那
新
聞
記
者
に
語
っ
た
ご
こ
ろ
に
よ
れ
ば
・
質
に
念
進
的
で
あ
っ
た
。
聯
共
聯
露
政
策
全
盛
時

代
で
め
っ
た
常
時
の
-
1己
で
あ
る
炉
ら
、
今
日
で
こ
そ
共
産
潔
打
倒
を
旗
印
ご
す
る
蒋
介
石
氏
も
、
列
国
ご
の
保

約
を
採
糊
し
、
謝
外
債
務
を
踏
倒
し
た

y
グ
イ
エ
ト
露
西
型
政
府
に
如
何
に
施
れ
て
ゐ
た
か
を
知
る
こ
ご
が
出
来

る
の
で
ゐ
る
。
氏
家
諾
し
て
日
〈
、

南
方
が
最
後
の
勝
利
を
牧
り
れ
ば
庶
ち
に
現
海
保
約
の
鹿
楽
を
断
行
す
る
。
支
那
裁
判
所
の
改
善
を
侠
っ
て
領

事
裁
判
機
密
撤
廃
す
る
ご
い
ふ
や
う
な
漸
進
論
に
は
断
じ
て
賛
成
出
来
な
い
。
保
約
の
改
正
で
は
到
底
満
足
が

出
来
な
い
の
で
あ
っ

τ、
飽
く
ま
で
立
(
の
厳
乗
を
主
張
す
る
の
で
め
る
o

白
支
通
商
傍
約
廠
誕
の
如
き
は
不
平

等
傑
約
腐
葉
運
動
の
第
一
歩
で
ゐ
っ
て
、
此
稲
保
約
は
軍
閥
h
f
打
倒
す
る
ご
同
時
に
全
部
履
楽
す
る
決
心
で
あ

品。会
〈
破
壊
的
で
ゐ
つ
一
1
.

闘
際
信
義

ω如
き
は
ま
る
で
眼
中
に
な
炉
つ
に
。
け
れ
y
」
も
、
国
民
政
府

ω北
伐
成

功
の
見
込
が
漸
〈
肱
早
川
貝
ご
な
り
、
国
民
議
が
支
那
の
政
植
を
掌
握
す
る
日
が
近
〈
に
従
っ
て
、
其
の
不
五
・
等
傑
約

臨
刷
業
問
題
に
封
す
る
態
度
は
漸
次
穏
健
吉
な
る
や
う
に
思
は
れ
た
。

薪
介
石
氏
は
今
年
一
月
闘
民
政
府
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
、
不
平
等
僚
約
の
摩
棄
は
卒
和
的
交
渉
じ
よ
っ
て
行



は
る
ぺ
き
で
あ
る
が
・
若
し
外
国
じ
し
て
交
渉
-T
挺
む
が
叉
は
交
渉
不
調
に
移
る
場
合
に
於
て
は
・
国
際
慣
例
に

従
ひ
事
情
の
礎
化
を
理
由

Z
L
て
候
約
を
一
方
的
意
思
に
よ
っ
て
鹿
乗
す
べ
き
で
あ
る
ご
韓
明
し
た
。
此
の
聾
明

は
、
先
づ
相
手
国
に
向
っ
て
鹿
楽
り
交
渉
を
な
し
、
相
手
園
が
之
に
鹿
骨
グ
る
場
合
に
始
め

τ
一
-
方
的
意
思
表
示

に
よ
っ
て
臨
服
薬
す
る
Z

V
ふ
こ

Z
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

一
筒
年
の
時
の
流
が
氏
の
意
見
に
幾
分
の
援
化
を

来
し
た
こ

E
を
示
し
た
o

翌
二
月
国
民
鶏
の
第
四
回
会
館
曾
訟
の
宣
言
中
、
外
交
政
策
じ
閲
す
る
も
の
に
至
っ
て

は
厨
一
屠
穏
健
着
貨
の
b
の
さ
な
っ
た
o
同
宣
言
は
例
に
よ
っ
て
例
の
如
〈
、
闘
民
革
命
の
根
本
的
目
的
は
人
種

的
卒
等
及
び
岡
家
的
濁
立
で
あ
っ
て
、

一
切
の
不
平
等
傑
約
の
慶
一
梁
は
、
此

ω目
的
伊
達
成
す
る
唯
一
無
二
の
手

段
で
あ
る
ご
い
ふ
-
』
正
を
繰
返
す
け
れ
ど
も
、
念
進
的
に
無
準
備
に
目
的
を
達
成
せ
ん
ご
す
る
の
困
難
を
指
摘
し

て
、
左
の
如
〈
支
那
国
民
に
饗
告

L
化。

平
等
濁
立
の
地
位
に
越
す
る
二
」
は
理
論
上
正
義
正
博
幅
広
の
精
一
脚
己
の
普
及
を
意
味
す
る
け
れ
V
」
も
、
資
際
に

於
て
は
闘
力
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
九
多
大
の
努
力
を
錯
す
に
あ
ら
さ
れ
ば
、
他
凶
よ
り
卒
等
待
過
を
受
付
る

こ
ご
は
出
来
な
い
G

吾
人
は
こ
の
こ
ご
を
心
に
牢
記
し
て
諮
問
し
き
試
錬
に
堪
へ
ね
ば
な
ら
な
い
o

国
際
的
脇
見
己
し
て
、

一
時
我
催
勝
手
な
こ
之
を
放
言
し
て
ゐ
た
困
民
政
府
首
脳
者
の
意
見
が
漸
次
穏
健
着
賞

に
傾
く
の
を
見
て
、
私
は
織
に
支
那
の
矯
め
に
喜
び
、
岡
氏
革
命
の
前
途
を
瓶
一
一
珊
し
た
の
で
あ
っ
た
o

然
る
に
、
今
藩
北
伐
が
一
勝
成
功

L
、
支
那
本
'
怖
が
形
式
ど
り
で
も
統
一
せ
ら
れ
る
に
及
び
、
勝
刺
の
甘
い
摘

時

論

支
那
由
不
平
隼
柑
間
約
臨
去
に
就
て

第
二
十
七
容

八

第

郵

七
;Ic 



日長

論
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約
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に
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第
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十
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o 

に
酔
ふ
た
岡
民
政
府
は
暴
の
勝
見
ら
し
き
態
度
に
立
戻
っ
て
、
不
平
等
傑
約
の
印
時
底
楽
に
着
手
し
た
の
で
ゐ
つ

た
o

蓋
し
不
M
T
等
僚
約
ご
い
ふ
の
は
時
ご
し
て
は
或
る
僚
約
の
全
部
を
云
ひ
、
時
ご
し
て
は
又
成
る
僚
約
め
一
部

を
指
す
こ
ご
も
ゐ
る
が
、
山
地
両
候
約
は
閥
枕
自
主
権
側
一
剖
裁
判
構
外
国
艦
船
の
内
地
水
路
航
行
榔
机
界
等
に
閥
係

が
ゐ
っ
て
.
不
平
等
僚
約
中
最
も
重
要
の
も

ωで
ゐ
る
か
ら
、
腐
楽
の
手
始
に
之
を
問
題
t
L
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
此
の
目
的
を
達
す
る
勉
め
に
、
後
に
掲
げ
る
諸
国
正
の
通
商
傑
約
ご
ご
も
に
日
支
通
商
傑
約
を
満
州
加
の

放
を
以

τ失
殺
を
宣
言
し
‘
之
が
勉
め
に
我
図
ピ
・

K而
衝
突
を
惹
起
し
た
。
誠
に
彼
我
雨
間
幽
の
縛
め
に
悲
し
む
ペ

き
こ
正
で
あ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

抑
も
不
平
等
保
約
に
る
性
質
を
有
す
る
支
那
正
列
闘
記
の
通
商
保
約
は
、
且
品
等
保
約
が
有
す
る
茶

ω政
肢
に
閥

す
る
規
定
を
桜
準
芭
し
て
、
之
を
ニ
報
に
分
?
」
ぜ
が
出
来
る
。

第
一
一
制
に
嵐
す
る
も
の
は
、
千
八
百
九
十
九
年
十
二
月
十
四
日
調
印
の
墨
共
西
耳
ご
支
那
己
の
渇
繭
保
約
で
ゐ

る
。
其
の
第
十
九
僚
に
よ
れ
ば
、
「
本
位
陣
約
は
批
准
交
換
の
日
よ
り
起
算
し
て
十
箇
年
間
柏
崎
カ
を
有
し
締
約
闘
は

期
間
揃
了
の
六
筒
月
前
に
改
正
を
提
議
す
る
ニ
ご
を
得
。
若
し
雨
締
約
闘
の
何
れ
も
之
を
匁
き
い
る
ご
き
は
本
保

約
は
雨
締
約
闘
の
一
方
が
他
の
一
方
仁
掛
し
本
保
約
を
消
滅
せ
し
む
る
の
意
思
を
遁
告
せ
る
日
よ
り
一
箇
年
の
期

間
揃
了
に
至
る
ま
で
引
税
当
』
致
カ
を
有
す
」
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
今
日
に
於

τは
、
支
那
は
何
時
た
h
Z
も
一
筒



年
前
に
通
告
す
る

'
h
t
に
よ
っ
て
保
約
を
鹿
乗
し
得
る
の
で
あ
る
。

第
二
穏
に
属
す
る
も
の
は
、
改
一
止
に
閲
す
る
規
定
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
臨
刷
業
に
闘
し
て
何
等
規
定
の
な
い
も
の

で
ゐ
る
。
此
の
積
類
に
属
す
る
僚
約
は
一
奥
に
之
を
ニ
寵
に
品
川
つ
ニ
ピ
が
出
来
る
。

甲
支
那
じ
ゐ
ら

g
る
一
締
約
国
の
一
方
の
み
が
改
正
要
求
権
を
有
す
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
千
八
百
六
十
五
年
十
一
月

二
日
調
印
の
白
耳
義
支
那
通
商
倹
約
の
如
き
は
之
に
属
す
る
o

同
僚
約
第
四
十
六
僚
に
よ
れ
ば
、
白
耳
義
政
府
が

岡
崎
咋
約
の
戎
る
傑
項
令
改
正
せ
ん
古
欲
す
る
ご
話
は
、
批
准
交
換
の
日
〔
千
人
町
六
十
六
年
十
月
一
一
十
七
日
)
よ
b

起
算
し
て
十
筒
年
の
後
に
交
渉
を
開
始
す
る
こ
ご
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
十
箇
年
の
満
了
六
筒
月
前
に
支

那
政
府
に
劃
し
て
改
正
の
通
知
を
怨
苫
ぬ
芭
き
は
・
同
僚
約
は
倫
十
箇
年
数
カ
を
有
し
、
其
後
各
十
筒
年
の
絡
に

於
て
も
亦
同
様
で
あ
る
か
ら
、
白
耳
義
の
意
恩
来
第
で
同
僚
約
を
永
久
的
に
存
績
す
る
こ
正
が
出
来
る
の
で
あ

る。乙
締
約
園
双
方
E
も
に
傑
約
改
正
要
求
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
o

此
穏
の
保
約
の
最
も
古
い
も
の
は
千
八
百
五

十
入
年
六
月
二
十
六
日
調
印
の
英
国
E
支
那
ご
の
通
商
保
約
(
天
津
俊
約
)
で
ゐ
っ
て
、
明
治
二
十
九
年
七
月
二
十

一
日
調
印
の
日
支
通
商
俊
約
第
二
十
六
僚
を
始
め
、
千
入
百
六
十
三
年
七
月
十
三
日
調
印
の
丁
抹
支
那
通
商
僚
約

第
二
十
六
僚
、
千
入
百
六
十
四
年
十
月
十
日
調
印
の
西
班
牙
支
那
通
商
倹
約
第
二
十
三
僚
、
千
八
百
六
十
六
年
十

月
二
十
六
日
調
印
の
伊
太
利
支
那
通
商
候
約
第
一
一
十
七
僚
、
千
入
百
入
十
六
年
四
回
二
十
五
日
調
印
の
備
蘭
西
支

時

繭

支
那
の
不
平
等
佑
約
蹴
棄
に
就
て

第
二
十
七
巻

=一λ=
一
務

部

λ 



時

• 
支
那
白
不
平
俸
保
約
腫
棄
に
就
て

第
二
十
七
巻

=一λ
四

第
三
都

λL 

那
通
商
侠
約
第
十
八
僚

A

千
八
百
八
十
七
年
十
二
月
一
日
調
印
の
稲
荷
牙
支
那
通
商
僚
約
第
四
十
六
僚
等
|
|
是

等
の
六
保
約
は
最
近
北
京
政
府
又
は
幽
民
政
府
が
失
・
戒
を
宣
言
し
た
ど
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
|
|
は
説
れ

4
大
樋

に
於
て
上
記
英
支
天
津
俊
約
第
二
十
七
僚
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
左
に
本
文
に
開
係
の
あ
る
明
治
二
十
九
年

の
日
支
通
商
僚
約
第
一
一
十
六
僚
を
鋪
げ
る
。

締
約
園
の
一
方
は
本
倹
約
批
准
交
換
の
日
(
筆
者
註

1
|明
治
二
十
九
年
十
月
二
十
日
批
准
交
換
)
よ
り
十
筒
年

の
終
了
の
ご
き
に
於
て
税
率
及
び
本
保
約
の
通
商
僚
批
の
改
正
を
要
求
す
る
こ
子
宮
得
u

然
れ
ど
も
最
初
の
十

筒
年
の
終
了
せ
る
ご
き
よ
り
六
筒
月
以
内
に
繭
締
約
図
的
何
れ
の
一
方
よ

h
も
右
の
要
求
を
錦
吉
中
且
改
正
の

行
は
れ

F
る
ご
き
は
本
僚
欽
並
に
税
率
は
前
十
箇
年
の
終
了
せ
る
さ
き
ょ
・
9
真
に
十
筒
年
間
現
在
の
放
態
に
於

τ殺
力
を
持
綴
す
ぺ
〈
爾
後
十
箇
年
の
期
間
終
了
す
る
毎
に
亦
同
じ
。

然
る
正
こ
ろ
、
千
八
百
六
十
五
年
の
白
支
通
商
保
約
の
改
正
期
間
が
一
昨
年
十
月
二
十
七
日
揃
了
す
る
や
、
同

候
約
第
四
十
六
依
り
規
定
に
よ
れ
ば
、
北
京
政
府
は
改
正
の
要
求
権
す
ら
有
し
な
い
に
も
拘
は
ら
す
、
「
白
支
通

商
倹
約
第
四
十
六
僚
の
規
定
に
よ
れ
ば
・
批
准
交
換
の
日
よ
ら
起
算
し
て
十
箇
年
毎
に
改
正
す
る
こ
ど
を
得
ご
あ

る
に
よ
b
、
支
那
政
府
は
白
耳
義
政
府
に
謝
し
同
僚
約
を
十
月
二
十
七
日
限
臨
服
薬
す
る

--Fぜ
提
議
」
し
、
同
時

に
新
保
約
の
商
議
を
即
時
開
始
せ
ん
こ
己
を
要
求
し
一
t
、
白
耳
義
政
府
ご
論
守
を
惹
起
L
h
H
O

千
八
百
六
十
四
年

の
西
支
通
商
傑
約
ド
つ
い

τも
同
様
、
係
約
改
正
期
間
の
満
了
を
以
て
有
数
期
間
の
満
了
Z
曲
解
し
、
昨
年
末
共



の
失
殺
を
宣
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
園
民
政
府
も
最
近
同
一
理
由
に
基
き
、
千
八
百
六
十
三
年
の
丁
支
通
商
僚

約
、
千
人
百
六
十
六
年
の
伊
支
通
商
僚
約
、
千
八
百
入
十
六
年
の
仰
ヌ
遁
商
保
約
、
千
八
百
八
十
七
年
の
荷
支
泌

商
僚
約
等
を
説
れ
も
消
滅
に
備
し
に

h
tし
、
日
支
通
商
保
約
に
闘
し

τも
亦
、
去
る
七
月
二
十
日
を
以
て
満
期

に
迩
し
た
芭
し
て
、
其

ω
失
殺
を
我
が
政
府
に
通
告
し
来
っ
た
。

北
京
政
府
は
一
昨
年
十
月
二
十
日
附
公
文
を
以
て
、
明
治
二
十
九
年
の
日
支
通
商
僚
約
第
二
十
六
僚
の
、
各
十

筒
年
の
終
了
す
る
と
き
よ
り
六
筒
月
以
内
仁
改
正
を
要
求
す
る
こ
Z
を
得
己
い
ふ
規
定
仁
悲
き
、
同
僚
約
及
附
風

文
書
の
全
部
に
一
旦
h
旦
叉
明
治
三
十
六
年
十
月
八
日
一
調
印
の
追
加
日
支
通
商
倹
約
及
び
附
脱
文
書
は
、
本
来
明
治

二
十
九
年
の
通
商
保
約
の
込
加
係
約
た
る
性
質
を
有
す
る
E
い
ふ
ニ
Z
L
Z
理
由
己
し
工
、

一
律
に
根
本
的
改
正
を

錦
さ
ん
こ
ご
を
我
が
政
府
に
罪
議
し
た
。
蛍
時
の
北
京
政
府
は
未
だ
正
式
に
承
認
し
な
い
政
府
で
ゐ
っ
た
け
れ
ど

も
、
我
が
政
府
は
支
那
の
国
民
的
要
求
の
達
成
に
謝
し
て
充
分
好
意
を
有
し
た
か
ら
、
北
京
政
府
の
比
の
要
求
に

基
量
、
非
公
式
で
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
安
渉
開
始
を
欣
然
承
諾
し
た
の
で
あ
っ
た
。

然
る
ご
こ
ろ
・
明
治
三
十
九
年
り
日
支
通
商
保
約
第
一
一
十
六
僚
に
よ
れ
ば
、
北
京
政
府
が
改
正
を
要
求
L
得
る

は
枕
率
及
び
通
商
係
欺
に
限
ら
れ
、
同
僚
約
の
他
の
重
要
な
る
傑
項
た
る
支
那
に
於
り
る
我
図
の
領
事
裁
制
機
じ

閲
す
る
も
の
、
如
、
さ
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
真
に
叉
明
治
三
十
六
年
の
追
加
日
支
通
商
燦
約
及
び
附
胤
文
書

時

論

支
那

ω
不
平
轄
陣
約
極
来
に
坑
て

第
ニ
十
七
巻

A 
E 

第
一
一
二
騨

ハ』



時

論

支
那
由
不
平
等
悔
約
酸
素
に
就
E

第
二
十
七
省

一
凡
六

第

掛

J、
四

に
闘
し
て
も
・
之
が
改
正
の
要
求
を
容
認
す
る
規
定
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
我
が
政
府
ご
し
て
は
日
支
通
商
傍

約
金
部
に
亘
っ
て
改
正
を
加
へ
ん
ご
す
る
北
京
政
府
の
要
求
を
桓
絡
し
得
た
こ
ご
は
疑
が
な
い
。
り
れ
ど
も
、
第

二
十
六
僚
は
国
際
正
義
の
見
地
よ
h
す
れ
ば
本
来
正
賞
な
規
定
で
な
い
上
に
、
僚
約
の
規
定
を
楯
に
古
っ
て
俊
約

改
正
の
範
固
に
制
限
を
加
へ
ん
ご
す
れ
ば
、

日
本
政
府
の
意
思
次
第
で
不
平
等
傑
約
を
永
久
的
な
ら
し
め
得
る
ピ

い
ふ
非
難
を
蒙
る
こ
ご
を
免
れ
難
い
か
ら
、
我
が
政
府
は
法
理
論
正
し
て
は
自
己
の
主
践
を
保
持
す
ゐ
ご
ご
も

に
、
北
京
政
府
の
要
求
を
特
に
同
情
を
以

τ考
量
す
る
こ
ご
を
僻
せ
ざ
る
旨
を
言
明
L
た
の
で
あ
る
。

爾
来
我
が
政
府
ご
北
京
政
府
ご
の
聞
に
改
正
に
閲
す
る
交
渉
を
重
ね
た
の
で
ゐ
る
が
、
改
正
期
間
の
六
筒
月
以

内
に
改
正
を
完
成
し
得
な
い
場
令
に
閲
す
る
北
京
政
府
の
決
心
は
ど
う
で
ゐ
っ
た
か
。
北
京
政
府
は
上
掲
一
昨
年

十
月
二
十
日
附
一
公
文
中
仁
「
六
筒
月
内
に
新
保
約
の
完
成
せ
ら
れ
ん
-
-
Z
を
熱
望
す
る
。
若
し
僚
約
改
正
期
間
渦

了
し
て
も
倫
新
保
約
の
成
立
を
見
F
る
己
き
は
‘
中
国
政
府
は
護
保
約
に
謝
す
る
態
度
を
決
定
し
之
を
宣
示
せ
ゲ

る
を
得
な
い
。
此
貼
仁
闘
し
中
国
政
府
は
-
』
、
に
特
に
其
の
蛍
然
享
有
し
得
べ
き
権
利
を
保
留
す
る
」
旨
を
襲
明

し
た
の
で
あ
る
が
、
「
嘗
然
享
有
し
得
べ
き
橋
利
」
己
は
如
何
な
る
機
利
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
一
方
的
意
思
表
示

を
以
て
傑
約
を
底
棄
す
る
様
利
を
意
味
す
る
の
で
ゐ
ら
う
け
れ
Y
」
も
、
新
か
る
権
利
は
勿
論
日
支
通
商
保
約
の
認

む
る
機
利
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
‘
我
が
政
府
は
翌
十
一
月
十
一
日
の
回
答
に
於
て
、
北
京
政
府
の
聾
朋
を
以

て
相
互
信
額
の
精
紳

t
調
和
せ
ぎ
る
も
の
で
あ
る
芭
云
ひ
、
「
帝
国
政
府
は
斯
〈
の
如
き
保
留
の
字
句
に
劃
し
て



失
望
の
念
を
禁
宇
る
飽
は
十
」
Z
し
・
保
約
改
正
の
提
議
に
勝
守
る
こ
正
に
於

τ、
「
北
京
政
府
の
会
文
中
に
保

留
せ
ら
れ
花
る
が
如
き
何
等
支
那
の
権
利
な
る
も
の
を
容
認
す
る
趣
意
を
合
ま
F
る
ミ
芭
を
率
直
に
言
明
」
し
た

の
で
め
っ
た
。

明
治
二
十
九
年
の
同
文
通
商
倹
約
第
二
十
六
僚
の
解
蒋
ご
し
て
は
、
昨
年
四
月
に
満
了
し
た
の
は
僚
約
の
改
正

期
間
で
ゐ
っ
て
、
共
の
有
放
期
間
で
は
な
い
。
従
つ

τ六
筒
月
り
改
正
期
聞
が
満
了
し
た
か
ら
ど
で
僚
約
は
致
カ

を
喪
失
す
る
も
の
で
叫
な
い
。
此
の
期
附
内
に
俄
約
改
正
が
行
以
れ
ね
ば
、
前
寸
筒
年
の
終
了
し
た
正
き
よ
b
、

帥
も
一
昨
年
十
月
二
十
日
よ
h
起
算
し

τ廷
に
向
ふ
十
箇
年
間
有
殺
で
め
る
ご
し
て
、
周
期
間
北
京
政
府
の
い
ふ

「
営
然
享
有
し
得
ベ
ミ
e

櫛
利
」
の
行
使
に
劃
し
て
異
践
を
摘
み
得
る
は
勿
論
の
こ
吉
、
保
約
改
正
の
要
求
を
桓
絶
L

得
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
改
正
期
間
が
満
了
し
た
の
を
理
由
ご
し

τ宜
も
に
交
渉
の
打
M
w
h
を
主
張
す
る
が

如
き
は
、
支
那
心
不
平
等
保
約
庭
菜
の
要
求
に
濁
し
て
徐
h
に
同
情
の
な
い
態
度
で
ゐ
争
、
共
存
共
柴
の
間
柄
で

あ
る
支
那
に
謝
し
て
俄
b
に
情
誼
の
乏
し
い
古
い
ふ
非
難
を
苑
れ
な
い
。
で
あ
る
か
ら
・
交
渉
を
継
総
せ
ん
が
鴛

め
に
改
正
期
聞
を
延
長
し
て
今
年
七
月
二
十
日
に
及
ん
に
の
で
め
る
が
、
支
那
政
情
不
安
の
鋳
め
何
等
決
定
す
る

ご
こ
ろ
な
〈
、
北
京
政
府
の
倒
壊
に
よ
っ
て
遂
に
交
渉
を
中
止
す
る
の
巳
む
な
き
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

τ、
我
が
政
府
は
改
正
期
聞
の
延
長
に
同
意
し
た
都
度
、
国
民
政
府
に
通
令
し
、
同
政
府
は
之
を
蛾
認
し
た
古
う

で
あ
る
古
い
ふ
こ
Z
を
附
り
加
へ

τ置
〈
。

時

前

支
加
の
不
平
等
協
約
眠
薬
に
就
て

第
二
十
七
巻

=一λ
七

第
三
組

A 
五



時

論

支
那
の
不
平
年
臨
約
陵
長
に
就
て

第
二
十
七
巻

λ‘ 
l'、
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腕
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ノ
プ

四

斯
様
な
次
第
で
ゐ
る
上
に
、
本
文
の
胃
一
政
に
過
ぺ

τ置
い
た
団
地
、
間
民
政
府
の
不
卒
等
傑
約
厳
裂
に
闘
す
る
主

張
が
大
分
穏
健
に
な
っ
柁
ゃ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
を
し

τ、
図
民
政
府
は
改
正
期
聞
の
延
長
や
我
が
政
府
仁
求

め

τ、
新
に
改
正
の
交
捗
を
閲
〈
一
二
ι
を
些
一
む
の
で
は
あ
る
ま
い
か
Z
思
は
し
め
た
。
国
民
政
府
に
し
て
合
法
的

に
比
の
提
議
を
潟
す
に
於

τは
、
我
が
政
府
は
北
京
政
府
に
劃
す
る
と
同
様
の
誠
意
ゐ
る
態
度
を
以
て
欣
然
之
を

胞
諾
し
た
で
ゐ
ら
う
こ
芭
は
、
国
民
政
府
に
劃
す
る
長
返

ω回
答
に
徴
し
て
明
で
あ
る
。
然
る
ご
一
』
ろ
、
図
民
政

府
は
去
る
七
月
十
九
日
に
至
り
「
六
箇
月
の
改
正
期
間
内
に
於
て
新
保
約
完
成
せ

Y
る
場
合
は
常
然
前
閣
僚
約
の
無

殺
を
宜
示
す
ぺ
き
も
の
な
り
し
ご
-
』
ろ
た
uv
中
日

ω邦
交
関
係
密
接
な
る
を
以
て
-
』
れ
が
邦
交
を
強
闘
親
密
な
ら

し
め
ん
が
斜
め
脱
衣
期
限
を
延
長
し
来
ι
リ
允
る
も
未
ピ
其
の
結
呆
ef
見
ゐ
に
歪
ら
中
。
本
月
二
十
H
h
r以
て
再
び

延
長
期
間
満
了
」
己
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
那
E
他
岡
正
の
僚
約
に
し
て
満
期
古
な
っ
た
も
の
は
嘗
然
消
滅
し
て

之
に
代
る
ぺ
主
新
保
約
を
締
結
す
ぺ
〈
、
奮
保
約
満
州
畑
正
な
っ
て
よ
h
新
倹
約
の
締
結
あ
る
ま
で
は
臨
附
緋
法
を

適
用
す
る
、

ご
い
ふ
七
月
七
日
の
宣
言
に
よ
っ
て
日
支
の
関
係
を
律
す
ぺ
吉
岡
田
を
我
が
政
府
に
通
告
し
来
つ
花
。

比
の
通
告
は
、
要
す
る
に
僚
約
の
改
正
期
間
を
以
て
有
致
期
間
正
解
し
、
七
月
二
十
日
を
以
て
有
殺
期
間
が
満
了

す
る
か
ら
.
保
約
は
蛍
然
其
の
数
カ
を
喪
失
す
る
古
い
ふ
の
で
あ
る
。

り
れ
ど
も
、

日
支
通
商
侠
約
じ
は
千
八
百
九
十
九
年
の
墨
文
通
商
傍
約
の
如
〈
締
約
闘
の
一
方
が
候
約
を
康
乗



し
得
る
規
定
が
な
く
、
有
殺
期
間
に
閲
す
る
規
定
も
亦
同
様
で
ゐ
っ
て
、
阿
保
約
に
よ
れ
ば
h
H
h
y

双
方
ご
も
に
改

正
4Mn-

提
議
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
ゐ
る
か
ら
、
七
月
十
九
日
の
国
民
政
府
の
通
告
に
は
何
等
候
約
上
の
根
擦
が

な
い
o
牢
強
附
舎
有
数
期
間
の
満
了
に
名
を
般
h
て
、
賞
は
無
法
に
も
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
っ
て
保
約
を
臨
出
来

せ
ん
ご
す
る
も
の
で
め
る
。
図
民
政
府
の
怨
す
ご
こ
ろ
は
重
大
な
る
暴
皐
で
あ
h
、
闘
際
信
義
を
採
附
す
る
の
甚

し
き
も
の
で
あ
っ
て
繕
掛
に
承
認
し
難
い
。
困
民
政
府
が
無
法
極
ま
る
僚
約
失
放
の
主
張
を
撤
回
せ
守
、
臨
時
燐

法
官
以
て
我
岡
に
臨
ま
ん
ご
す
る
限
噛
叫
が
政
府
は
断
乎
ご
し
て
之
に
反
割
し
、
閥
民
政
府
の
要
求
す
る
保
約
改
正

の
交
渉
に
際
宇
吋
か
ら
古
る
こ
ご
は
、
私
も
多
加
し
た
閥
西
貸
業
家
よ
b
成
る
謝
支
問
題
協
議
曾
が
七
月
十
六
日

大
阪
に
於
て
決
議
し
た
ご
こ
ろ
で
ゐ

b
、
我
が
政
府
の
七
月
三
十
一
日
附
回
答
の
内
容
も
亦
之
に
外
な
ら
な
い
の

で
ゐ
る
。

北
伐
で
意
外
の
成
功
を
牧
め
、
搾
れ
気
味
ピ
な
っ
た
岡
民
政
府
は
、

日
支
通
商
保
約
失
致
臨
時
緋
法
通
用
E
V

ふ
柑
揮
を
あ
げ
た
ご
こ
ろ
、
我
閣
の
強
硬
な
る
反
割
に
逢
着
し
て
反
省
し
た
結
果
、
目
下
我
が
政
府
内
態
度
を
緩
和

す
ぺ
〈
腐
心
し
っ
、

b
る
ご
い
ふ
噂
が
あ
る
。
然
し
、
満
期
を
理
曲
言
す
る
傑
約
失
致
の
主
張
は
上
過
の
活
全
然

不
合
理
で
あ
っ
て
、
而
か
も
一
旦
斯
か
る
不
合
理
な
る
主
張
を
容
認
す
る
以
上
、
或
は
閥
民
政
府
を
し
て
、
大
正

四
年
五
月
の
市
揃
洲
及
東
部
内
家
古
に
閲
す
る
線
約
は
、
強
迫
の
下
に
締
結
し
た
倹
約
で
ゐ
る
か
ら
取
消
し
得
る

古
い
ふ
先
年
来
の
主
張
を
焼
直
し

τ、
関
東
洲
税
借
地
の
即
時
還
附
を
要
求
せ
し
め
る
践
が
な
い
ご
も
限
ら
な

時

論

支
那
由
不
平
倖
悔
約
雌
棄
に
就
て

第
二
十
ヒ
巷

λ 
九

第
三
蛾

凡
七



時

論

支
那
の
不
平
時
協
約
醍
棄
に
就
て

第
二
十
七
巻

九、J

第

班

八

八

ぃ
。
斯
か
る
重
大
な
る
危
険
を
誘
後
す
る
ニ
芭
あ
る
べ
き
主
張
を
容
認
す
る
こ
Z
は
断
じ
て
出
来
な
い
。

り
れ
い
と
も
・
支
那
側
の
消
息
じ
よ
れ
ば
、
最
近
仁
至
h
闘
民
政
府
芭
働
・
伊
・
丁
、
西
、
葡
諸
国
政
府
ぜ
の
間

に
袋
協
成
立
L
て
、
前
者
は
候
約
駿
棄
の
通
告
を
撤
回
せ
争
、
級
者
は
之
仁
抗
議
し
党
ま
、
で
、
そ
し
て
臨
時
鱗

法
は
漣
用
せ
ぬ
E
い
ふ
諒
解
の
下
に
、
保
約
改
正
の
交
渉
を
開
始
す
る
ニ
芯
に
な
っ
た
き
う
で
あ
る
o

事
貨
で
あ

る
ご
す
れ
ば
、
国
民
政
府
ご
し
て
は
右
の
諸
国
政
府
吉
岡
じ
立
場
に
在
る
我
が
政
府
に
劃
し
て
の
み
其
の
主
張
を

必
然
撤
回
す
る
ζ

E
は
頗
る
困
難
で
あ
ら
う
。
さ
'
り
ご
て
、
守
ム
て
相
下

ι宇
、
脱
A

(日
H
U
の
ま
、
で
久
し
き
に
亘

る
芭
こ
は
日
支
雨
闘
の
不
幸
で
あ
る
か
ら
、
国
民
政
府
の
健
面
を
甚
し
〈
傷
け
十
、
而
か
も
我
が
主
張
を
貫
徹
し

得
て
、
局
面
を
打
開
し
て
行
〈
方
法
が
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。

枇
曾
民
衆
議
は
七
月
二
十
六
日
の
聾
明
書
に
於

τ
「
線
約
の
末
節
を
捉
へ
て
支
那
の
保
約
厳
乗
を
云
々
し
、
威

嚇
を
以
て
共
の
存
続
を
企
闘
す
る
が
如
き
は
無
智
無
謀
な
る
停
統
的
卦
支
政
策
の
一
延
長
を
暴
露
す
る
も
の
、
時

代
錯
誤
の
蓄
し
き
も
の
正
な
古
川
Y

る
を
得
な
い
」

Z
い
ふ
り
れ
ど
も
決
し
て
僚
約
の
末
節
に
関
す
る
守
で
は
な

ぃ
。
無
産
政
議
中
比
較
的
揮
の
1
7
つ
柁
人
の
揃
っ
て
ゐ
る
伺
諜
に
し
て
、
今
回

ω保
約
腐
葉
問
題
が
如
何
に
重
大

な
る
意
識
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
理
解
の
な
い
の
は
遺
蛾
千
高
で
あ
る
。

宝

我
が
政
府
は
園
民
政
府
の
不
合
理
な
る
主
張
に
は
反
劃
す
る
り
れ
ど
も
、
同
政
府
が
日
支
通
商
僚
約
の
有
致
な

る
こ
Z
を
認
め
臨
時
掛
刑
法
適
用
の
主
張
を
撤
回
す
る
仁
於

τは
、
改
E
期
間
経
過
品
悼
の
今
日
じ
於
て
も
改
正
の
交



渉
に
由
服
A
Y
る
の
誠
意
Z
用
意
ご
を
有
す
る
旨
を
岡
民
政
府
に
通
告
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
改
正
の
交
渉
に
入
る
か

日
支
雨
園
政
府
聞
に
改
正
の
交
渉
が
開
始
せ

否
か
は
会
〈
園
民
政
府

ω態
度
如
何
に
鰐
る
の
で
あ
る
o

そ
ニ
で
、

ら
れ
る
も
の
己
仮
定
し
・
協
定
す
べ
き
改
正
期
間
内
に
改
正
の
交
渉
が
不
成
立
に
終
る
場
合
に
、
国
民
政
府
は
呆

し
て
知
何
な
る
態
度
を
古
る
で
あ
ら
う
か
に
つ
い
て
考
へ

τ見
た
い
。

岡
民
政
府
外
交
部
長
玉

E
延
氏
が
最
近
新
聞
記
者
な
Y
」
に
洩
し
た
意
見
は
要
す
る
に
左
の
通
・
り
で
ゐ
る
。
日
本

政
府
は
、
明
治
ニ
十
九
年
の
日
支
通
商
保
約
は
、
其
の
第
二
十
六
僚
に
よ
b
u

一
昨
年
十
月
二
十
日
よ
り
起
算
し

て
向
ふ
十
筒
年
間
有
数
で
あ
る
芭
す
る
が
、
十
筒
年
後
に
改
正
交
渉
が
又
も
や
不
調
に
終
れ
ば
引
綴
き
十
箇
年
有

致
ピ

L
、
結
局
今
後
何
十
年
で
も
何
肖
年
で
も
改
正
の
機
曾
な
か
ら
し
め
、
永
久
に
存
綴
せ
し
め
る
こ
芭
が
可
能

で
あ
る
。
郎
ち
修
約
は
日
本
政
府
の
意
思
-
次
第
で
永
久
的
保
約
百
な
る
で
あ
ら
う
。
然
る
Z
こ
ろ
、
岡
崎
陣
約
は
今

よ
h
三
十
年
前
に
日
本
が
戟
勝
の
掛
川
威
仁
乗
じ
・
支
那
仁
迫
っ
て
締
結
仁
同
意
せ
し
め
た
も
の
で
、
支
那
は
之
じ

よ
っ
て
極
め
て
不
卒
等
な
る
待
池
を
受
け
っ
、
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
守
、
晩
託
両
国
の
経
瀦
商
業
及

人
民
相
互
間
の
関
係
に
多
大
の
幾
濯
を
来
し
た
に
も
拘
は
ら
す
、
依
然
三
十
年
前
の
健
約
を
以
て
支
那
を
束
縛
す

る
・
』
芭
は
公
正
の
原
則
に
尻
L
、
不
蛍
の
甚
し
き
も
の
で
あ
る
。
支
那
は
無
期
限
に
斯
か
る
屈
辱
を
忍
ぶ
こ
芭
が

出
来
な
い
、
芭
い
ム
ご
こ
ろ
か
ら
、
氏
は
支
那
の
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
る
傍
約
廃
棄
を
認
め
か
し
て
ゐ
る
o

北
京
政
府
が
我
が
政
府
に
調
す
る
上
掲
一
昨
年
十
月
二
十
日
の
一
公
文
に
於
て
、
改
正
の
交
渉
不
調
の
場
合
に
閥

し
て
保
留
し
た
正
こ
ろ
も
、
甜
柑
合
石
氏
が
今
年
一
月
言
明
し
た
ピ
こ
ろ
も
、
ご
も
に
蹄
す
る
ご
こ
ろ
を
一
に

L
、

時

前

支
那
白
不
平
等
陣
約
極
楽
に
就
て

第
二
十
七
血
管

ゴL

第

古車

J、
九



時

論

支
那
白
不
平
隼
陣
約
髄
棄
に
就
で

第
二
十
七
巻

プL

第

穆

iL 
O 

何
れ
も
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
る
傑
約
成
棄
が
、
不
手
等
傑
約
成
奈
の
目
的
を
達
す
る
最
後
の
手
段
で
あ
る
こ
己

を
一
不
し
た
の
で
あ
る
。

寸
つ
敏
謙
博
士
は
自
著
「
支
那
ご
他
国
ご
の
俊
約
閥
係
よ
り
生
宇
る
法
律
上
の
義
務
」
に
於

τ、
支
那
ご
列
悶
芭
の

保
約
の
多
〈
は
宇
世
紀
以
前
の
繍
結
に
か
、

h
、
蛍
時
珠
期
し
た
稀
々
の
保
件
は
其
の
存
在
を
失
ふ
た
ば
か

h
で

な
〈
、
諸
稽
の
事
情
に
重
大
な
る
礎
化
を
来
し
た
。
そ
し
て
是
等
保
約
上
の
義
務
は
新
共
和
闘
の
自
由
な
る
進
歩

Z
自
然
的
後
迷
子
ぜ
阻
害
し
、
自
己
保
存
上
甚
し
き
脅
威
ご
な
っ
た
こ
子
伊
』
理
由
ご
し
、
謂
は
ゆ
る
事
情
制
捜
夏
の

原
則
に
よ
っ
て
共
の
廠
棄
を
主
張
し
得
る
己
論
じ
て
ゐ
る
が
、
定
め

L
博
士
は
、
今
よ
h
三
十
年
前
に
締
結
せ
ら

れ
た
日
支
通
商
保
約
に
も
此
の
原
則
を
池
周
す
る
噂
』
Z
を
臨
時
開
し
な
い
で
ゐ
ら
う
。

此
の
事
情
品
製
英
の
原
則
は
未
に
確
定
し
た
困
際
法
の
原
則
で
は
な
い
。
締
約
図
が
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
っ
て

傑
約
を
慶
一
楽
し
、
僚
約
上
の
義
務
を
兎
れ
得
る
こ
ご
に
は
有
力
な
る
反
針
設
が
ゐ
る
り
れ
ど
も
、
此
の
原
則
に
基

い
て
健
約
を
厳
楽
し
た
若
干
の
先
例
が
最
近
に
も
ゐ
る
。
例
へ
ば
千
九
百
八
年
十
月
勃
牙
利
が
千
八
百
七
十
入
年

の
伯
桃
山
時
約
第
一
僚
を
厳
楽
し

τ獅
立
を
宣
言
し
、
同
月
喚
供
困
は
同
僚
約
第
一
一
十
五
僚
を
無
糊
し
て
ポ
2
-
一
7

・

へ
戸
ツ
エ
ゴ
グ
イ
ナ
二
洲
の
併
合
併
】
賀
行
し
、
支
那
も
亦
千
九
百
十
三
年
十
一
月
五
日
の
露
支
傑
約
及
千
九
百
十

五
年
六
月
七
日
の
露
西
国
及
外
家
古
ピ
の
倹
約
を
千
九
百
十
九
年
十
一
月
に
底
楽
し
た
。
斯
か
る
先
例
が
あ
る
の

で
ゐ
る
か
ら
、
閤
民
政
府
に
し

τ最
後

ω手
段
正
し
て
・
事
情
鐙
一
見
の
原
則
を
楯
ご
し

τ日
文
通
商
品
陣
約

ω厳
棄

-e主
践
す
る
正
き
は
、
現
在
の
如
〈
不
合
理
千
高
で
ゐ
る
主
張
を
潟
す
よ
h
も
、
其
の
立
場
を
し
て
有
利
な
ら
し



め
る
で
ゐ
ら
う
。
阪
に
七
月
十
九
日
の
園
民
政
府
の
泌
告
中
に
此
の
主
張
の
片
鱗
が
現
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は

れ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
然
厳
楽
論

ω嶋
へ
ら
れ
る
こ
己
ゐ
る
を
柏
崎
期
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
み
な
与
守
、
現
在
周
閣
の
事
情
は
我
闘
に
ご
っ
て
不
利
己
な
り
つ
、
あ
る
や
，
フ
に
思
は
れ
る
o

私
は
今
春
支

那
放
行
よ
り
蹄
っ
て
か
ら
、
大
阪
朝
日
紙
上
に
掲
載
し
柁
論
文
の
巾
に
、
関
税
自
主
描
凶
復
問
題
じ
針
す
る
英
米

岡
岡
政
府
の
態
度
は
恐
ら
〈
強
制
問
で
あ
る
ま
い
ご
い
つ
工
泣
い
た
が
、
果
せ
る
か
な
・
米
同
政
府
は
七
月
二
十
五

日
支
那
の
開
税
白
主
様
を
承
認
す
る
米
支
憐
約
じ
調
印
し
た
。
も
つ
己
目
も
・
我
闘
が
支
那
的
関
税
自
主
機
を
承
認

せ
ざ
る
限
同
僚
約
は
密
交
同
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
北
(
の
成
立
が
、
不
平
等
僚
約
庭
菜
に
闘
す
る
剛
氏
政
府
の
立

場
を
有
利
に
導
〈
こ
芭
は
諭
A
V

る
ま
で
も
な
い

ι
ご
で
あ
る
。
英
園
政
府
も
南
京
事
件
的
解
決
を
見
た
以
上
、
米

岡
政
府
の
品
悼
を
出
品
ム
r
L
閥
枕
自
主
椛
の
承
沼
ピ
げ
は
短
期
間
に
貨
行
す
る
で
あ
ら
う
芭
思
は
れ
る
。
支
那
側
の
消

息
に
よ
れ
ば
、
側
、
伊
‘
丁
.
西
、
荷
諸
岡
政
府
も
上
逃
の
遁
通
商
保
約
改
正
の
交
渉
に
勝
守
る
さ
う
で
あ
る
か

ら
、
関
税
自
主
権
の
承
認
位
は
ゐ
る
も
の
ご
忠
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

日
支
通
商
僚
約
の
一
致
カ
に
闘
す
る
論
府
ず
が
解
決
せ
ら
れ
、
日
支
雨
闘
政
府
間
民
僚
約
改
正
的
交
渉
が
始
ま
る
場

合
に
は
・
事
情
の
許
す
限
支
那

ω岡
民
的
要
求
に
封
し
て
同
情
的
考
量
を
加
で
其
の
要
求
に
し
て
令
理
的
の
も

の
で
あ
る
以
上
努
め
て
之
を
容
総
す
る
こ
ご
は
、
右
に
述
べ
た
大
勢
に
顧
み
て
も
、
又
口
支
親
善
の
新
基
礎
を
築

き
上
げ
る
ァ
震
に
も
必
要
で
ゐ
る
Z
考
へ
る
。
こ
の
こ

Z
に
閲
し
て
は
締
々
論
じ
た
い
こ
ご
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
総

て
他
の
機
曾
に
譲
る
こ
古
に
す
る
。
(
入
月
入
口
稿
了
)

時

繭

支
那
申
不
平
等
陣
約
極
楽
に
就
て

第
二
+
七
巻

三
九
=
一

第

概

ゴL


